
　当研究部会では、日司連会長から当研究部会に対して行われた令和３年度会長ࢾ問の内容を中心に、デジ
タル社会における司法書士は、依頼者とどう向き合えばྑいのか、また、これからの司法書士は何を武ثに
実務と向き合えばྑいのかについて、考察を行った。なお、本稿は前述ࢾ問に対する答ਃ資料を中心に、令
和４年度に再構築したまとめとして、令和４年度総研大会（令和５年２月25日開催）で使用した資料につい
ても併せて掲ࡌする。

第１　はじめに
１．%9を͏ߦҝにはɺσʔλのແݶ॥がඞཁ
　今回のࢾ問は、不動産取引においてD9が近く実現すること、および、その世界においても、まだなお司
法書士が存在し続けていること、という２点が前提となっている。そこで、当研究部会は、これらを基ૅと
して、不動産取引は、かれ早かれ間違いなくD9化されるであろうことから、そのD9化を誰が主ಋし、ど
のようなところまで実現される可能性があるのか、その検討のԆ長に、はたして司法書士という資格者の存
在意義は見いだせるのか、調査研究を行った。関係機関がެ表している統計データ等がほ΅օ無であるなか、
研究員は実存するٕज़のみを組み合わせ、容қに実現可能と思われる世界を想定したので、調査研究結果が
近い将来にその価値を失う可能性はഉ除し得ない。そのうえで、ߥ唐無ܤなSFө画にならぬよう、現実可
能性との接点に細心の注意を払いつつ、各自が想像力を働かせて調査研究を実施した。
　当研究部会は、まずD9化を実施するために必要不可ܽとなるビッグデータ（このデータを解ੳし何らか
の相関関係を見つけ出すことがD9化の؊となる）を、だれが、どこで、どのようにして成長させることに
なるかに着目した。ここでとりわけ重要なことは、誰がビッグデータを作るのか、日本司法書士会連合会（以
下「日司連」という）がどこまでそのビッグデータ生成に関与できるのかにより、司法書士業界の行く末が
大きく変化するという点である。
　ここでD9化を実現するҝに必要となるビッグデータの生成方法について概આする。本答ਃにおけるビッ
グデータとは、デジタル社会で日々記録される行動ཤ歴（利用者がシステムに対してૢ作した全てのཤ歴）
の情報を一つのシステムの中に積し続けることで生成されるڊ大なデータ܈を指す。そして、AIを用い
てこのデータ܈の中に相関関係を見いだすことがD9化につながる。具体的には、
　・いつ   日時
　・だれが   NSRxの利用者登録をした際に提供を受けた情報（氏名・住所・性別・年齢）
    NSRxを利用して司法書士に事件を委任したことがあるか否かも含む
　・どこから   実際にシステムを利用している大まかな地Ҭ（市۠ொ村）
　・何を使って   PC、タブレット、スマートフΥンなど
　・どこをܦ由して  ܞଳ電話回ઢ、自等のޫ回ઢ、CATV、ެऺWi�Fiなど
　・Ӿཡした情報  日司連がެ開した相続登記に関する動画、後見関連の動画など
などの一つひとつの情報は、単なる事実が記録されただけにすぎない。しかし、時間をかけて「一カ所」に
これらの情報を収ूし続けることによって、データ量は大なものとなり、それは「ڊ大な価値のあるデー
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タ܈」へと成長していくのである。
　なぜ、個別の事実を記録したに過ぎないデータが「ڊ大な価値のあるデータ܈（ビッグデータ）」に成長
するのかというと、この大なデータを分ੳすることにより相関関係がුかび上がるからである。つまり、
特定の属性を持つ者はこのような行動をとる向がある、特定の情報を提供することで利用率が増加する
向にある、といった具合である。この相関関係こそが、次の施ࡦを検討する際の生きた資料となり、次の
D9化を行う際にඇ常に重要な判断ࡐ料となる。１段階目のD9実行、それによりूめたデータを加えて先の
施ࡦを修正した２段階目のD9実行、さらに３段階目のD9、４段階目…と無限に繰り返すことで、ঃ々にਫ਼
度が向上し、時代に応じた施ࡦを実行できるようになる。それゆえに、データ܈が「ビッグデータ」として
極めて利用価値の高いものとみなされるのである。
　一定の施ࡦを機ց化して自動化することで、例えば、利用者によりڵ味を示してもらえる情報（コンテン
ツ動画など）を、属性に合わせて提供できるようになり、広告宣の効果もඈ༂的に向上することが期待で
きる。具体的には、高齢者には、相続登記や後見に関する情報を、20 ～ 30歳代には、会社設立や定の重
要性に関する情報を、といったように属性に応じて提供できるようになる。加えて、実際に、こちらの思
通りにڵ味を示してもらえたのか、という広告宣した効果測定についてもビッグデータは活用できる。い
うなれば、日司連が国民に対して、24時間365日アンέートをとり、利用者に反応があればリアルタイムに
ू計して分ੳし、その結果をଈ時活用しているような状況をり出せるのである。

２．日司࿈がओಋ͠てෆಈ࢈औҾϓϥοτϑΥʔϜをߏஙɾӡ༻すΔ΄͔બࢶはͳ͍
　不動産取引のD9を行うҝに必要となる、前述のデータの収ू、分ੳ、機ց判断、自動実行を無限に॥環
させる組みを実際に実行する共通のシステム環境（プラットフΥーム）を、「取引ඪ準基盤（当研究部会
での呼称設定）」と呼ぶことにする。この取引ඪ準基盤設置の主たる目的の一つが「ビッグデータを収ूし
ҭてること」である。そのためには、不動産取引に関係する一人でも多くの当事者に長期間にわたって使用
してもらえる（すなわち、このシステムを使用し続けることが最ద解だと認識してもらえる）ようなັ力の
ある機能を有した、信頼性の高いシステムでなければならない。なぜならば、これを実現した者こそが「ڊ
大な価値のあるデータ܈（ビッグデータ）」のԸܙを最大限ڗ受して、市場に対して最も影響力を持ち得る
からである。D9化するためのٕज़そのものは、すでに誰でも手に入れることができるため、早ければ２、
３年以内に不動産取引の市場を席ݔするような取引ඪ準基盤が登場する可能性は、े分に考えられる。
　すなわち、この取引ඪ準基盤を、誰が主ಋして構築し、ӡ用するのかによって、司法書士業界の命ӡは大
きくࠨӈされる。具体的には、日司連が主ಋして構築しӡ用できれば、引き続き司法書士は不動産取引にお
ける不可ܽなアクターとして存続できると考えられるが、日司連以外の第三者が取引ඪ準基盤の構築を主ಋ
することになれば、司法書士が不動産取引において果たせる役割が消失する可能性がඇ常に高い（理由につ
いては、第２に譲る）。
　今回のࢾ問は不動産取引がD9化された後の世界においてもまだなお司法書士が存在していることを前提
としているため、ここでは日司連が主ಋして取引ඪ準基盤（仮称：NSRx）を構築しӡ用するという࿏ઢを
基本方針として、以降の調査研究を行った。

３．/43YΞϓϦを௨じた13Ͱ࡞Γ
　NSRxの構想をするにあたり、現在の不動産取引におけるプロセスのうち、登記ਃデータの送信等、自
動化可能なプロセスは可能な限り機ց化・自動化することを原則とした。その上で、収ूした情報を「ڊ大
な価値のあるデータ܈（ビッグデータ）」に成長させるにあたって、そのビッグデータを日司連が最も広範
囲でかつ容қにアクセスできるようにするためには、どのような取引ඪ準基盤を構築すればྑいか、という
観点から検討した。なぜならば、倫理的に許される範囲で、日司連が成長し続けるビッグデータの全てを自
由に使えることが、司法書士が関係する全てのྖҬに対してD9化を行う鍵となるからである（まともなビッ
グデータを入手できないとD9のਫ਼度もくなる）。
　また、日司連が不動産取引のD9化を主ಋし、自前の取引ඪ準基盤で収ूしたデータをいつでもフル活用
できるとすれば、日司連および司法書士業界には෭次的効果として様々なԸܙが期待できる。分かりやすい
一例として「NSRxアプリによるPR」がある。
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　NSRxアプリとは、取引ඪ準基盤上で行う全ての機能を使うために必ਢとなるઐ用アプリέーションで、
スマートフΥンの中でのみ動作（WE#サービスではない）するツールである。
　例えば、現状の日司連および各司法書士会が行う広報宣活動（以下「業界PR」）は、ポスターやチラシ
という媒体に限られるため、その実施場所が極めて限定的にならざるを得ないという問題がある。具体的に
は、司法書士事務所、法務局、ެ証役場、地方自治体の市民相談૭口のカウンター等、طに何らかの情報を
もとに法的支援を求めるという行動を起こしている者にしか、業界PRがಧかない。さらには、そこを๚れ
る人の属性もつかめないのである（唯一収ूできる属性情報といえば「طに法的支援を求めている者」であ
ろうか）。性別も年齢も知ることはできず、当然業界PRの効果を٬観的に測ることもできない。現状では、
業界PRを୲っているのが日司連をはじめ司法書士会୲当者という生身の人間であるゆえに、時間やコスト
に制限があることは何ともしがたい。しかし、NSRxアプリを通じた業界PRが実現すれば、こうした制限
や限界はいとも簡単にಥഁできる。日司連や司法書士会は、ै 前の業界PRの方法および効果をさらに拡大し、
これまではアクセスがしかった、「今はまだ法的支援を求めてはいない者」にまでその範囲を拡大した業
界PRを行うことができるようになるのである。「今はまだ」という状況の国民にもPRを通じて司法書士業
務について知ってもらえる土を作っておけば、いざ「法的支援を受けたい」と思った時に「まずは司法書
士に聞いてみるか」と考えてくれる可能性が高まるはずである。
　イメージを持ってもらうために、ここで具体例について৮れておきたい。まず、日司連が市場にNSRxア
プリを広め利用者を֫得する。アプリは、利用者が求める情報をॠ時に機ց的かつ自動的に選定し、利用者
の属性に応じて最も効果があると判断したコンテンツをಧける。例えば、高齢者には、相続登記や遺言、後
見業務を介するコンテンツを、学生には司法書士を志してもらうために司法書士のັ力を介したコンテ
ンツをಧけるという具合である（80歳代の者に「会社設立は司法書士にお任せください！」というコンテン
ツを提供してもあまり関心を持ってもらえないだろう）。
　当研究部会において、「今はまだ法的支援を求めてはいない者」へのアクセスを重視し、司法書士が接
関与しないながらも司法書士業務にも活用できる機能という࣠で検討した。その結果、不動産取引以外の場
面で使用してもらえるデジタルトークン機能、広範囲の一般国民に使ってもらえるඇ対面本人確認システム、
オンライン本人確認システムなどを実したアプリが効果的であるという結論に至った（第４・基１以降に
譲る）。
　この組みがうまく機能すれば、前述したとおり、もしもその利用者が法律の知識を必要とする事態が起
きたときに、طに身近な存在となっているであろう司法書士を๚ねてくるという可能性が、高まるものと期
待される（無論、これを実現するためには日司連および司法書士会は相当数の業界PRコンテンツを用意す
る必要があることには留意されたい）。NSRxアプリを通じて、「今はまだ法的支援を求めてはいない者」に
対して業界PRすることの重要性について、今一度検討していただくことを強くر望するものである。

４．自らのखͰϏοάσʔλをさͤたऀが࠷もӨྗڹをͭ࣋
　取引ඪ準基盤にूまるビッグデータをうまく活用し、国民一人ひとりに対してそれͧれ異なる効果的なア
クションを行い、そしてまたそのデータがデータ܈に追加される、この無限॥環を24時間365日回し続ける
ことで、司法書士業界は時代の最先端で国民が何を求めているかを正確にѲし続けることができる。
　不動産取引に限らず、ҭて上げたビッグデータを使ってD9化を行うҝには、その基ૅとなるデータ܈の
総量と度がඇ常に重要となる。他人の手により切り取り加工された度のѱいデータを使ってD9化を試
みても効果は薄いという点に注意が必要である。なぜならば、誰かが切り取り加工した時点でそのデータは
「（ビッグデータ）܈大な価値のあるデータڊ」に過去の古いデータとなっていること、また、自らの手でط
を成長させた者が、まともなデータをそう簡単に第三者に開示するはずがないからである。D9の鍵は、前
述のとおり、ビッグデータを解ੳし属性と行動ཤ歴をඥ付けたਫ਼度が高い相関関係を一つでも多く見つけ出
すことがඇ常に重要となる。そのため、分となるデータ܈全体の総量が大きければ大きいほど、より正確
な結果がಋき出せるわけである。
業は、いずれも独自のプラットフΥームを構築し、それらを使ってϢーا大ITڊAFAに代表される)چ　
βーの情報をあまねく収ूし、個人のᅂに応じた効果的な宣をϐンポイントでଧち出すことで、利ศ性
を高め、Ϣーβーを囲い込むことに成功している。だからこそ、൴らは各々の分野で市場を独することに
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成功しているのである。今や、プラットフΥームを有していない者は、いくら価格や性能などでັ力的な
品を開発したとしても、それだけで市場を独することはしいのである。
　これらの事を前提に考えると、本当の意味において、司法書士業界の行く末を考えなければならない日司
連が、その意向を最大限反өさせることができるD9化を実現するҝには、日司連自身が最も多くのデータ
を手にできる方法、すなわち、日司連が主ಋして取引ඪ準基盤を構築しӡ用するしか道は残されていない、
との結論に至った（もし、本文を大げさ過ぎて話にならないと感じている方がいるとすれば、その方は危機
意識がܽしており、司法書士業界の一大転換期において動຺ߗ化になる可能性が高いと言わざるを得な
い）。司法書士が起きていようが৸ていようが、日司連の役員改選年度における執行空ന期間であろうが、
来る日も来る日もউ手に司法書士業界のために「ڊ大な価値のあるデータ܈（ビッグデータ）」を成長させ
続けてくれるシステムを構築することが不可ܽであり、これを実現する方法の一例が、ここで介した
NSRxアプリなのである。
　日司連が主ಋして取引ඪ準基盤を構築しӡ用することが、国民にとっても利ӹになる。Ӧ利を目的とする
業ू団が構築した取引ඪ準基盤が保持するビッグデータにおいては、利用者の属性を決定付ける個人情報ا
がさらなる利ӹのҝに必ず転ചされ、二次、三次利用される。これは前述したڊ大IT業界が合法的に行っ
ているビジネスϞデルをみても明നである。しかし、日司連はӦ利団体ではなく、個人情報に対する考え方
も൴らとは大きく異なる。利用者である国民の情報をより中立かつ確かな方法でकることで、デジタル社会
における「国民の権利擁護」を実現することができる。司法書士業界（日司連）は、国民の権利を擁護する
ために行動を起こすべきなのである。

̑．日司࿈はʮఆ͠て͍ͳ͔ͬたʯをݶΓͳ͘θϩにͰ͖Δ།Ұのଘࡏ
　司法書士が関係する業界においてD9化が加速すると、日司連の業界団体としての役割も、必然的に変化
をഭられる。D9化後の世界でも、司法書士業界の方向性について、生身の人間である日司連役員が意思決
定を行うこと自体には変わりはない。しかし、その意思決定を実現するҝの方ࡦが、機ց化・自動化された
システムへとҠ行する。つまり、生身の人間の役割は、大局的な方向性を決定づける意思決定と、前述した
システムがデータを無限॥環させ機ց的に決定していく施ࡦの構築およびӡ用が主な業務となり、生身の人
間である役員が行う業務範囲はঃ々にڱくなるであろう（日司連の役員が、機ց化・自動化されたシステム
よりも高速かつ正確に施ࡦをଧち出せるのであれば別の帰結にもなり得るが、事実上不可能であることをਃ
し添えておく）。
　司法書士業界にഭってくるD9化のをく見てはいけない。ै前司法書士にしかできないことが常識で
あった職Ҭでも、D9化ので機ց化・自動化され、司法書士の存在意義が失われる可能性はे分にあると
考えておくべきである。日司連執行部は、日々、ඇ常にしい判断に面しているが、D9化のについても、
もはや༛予はないとの認識のもと、後になって「想定していなかった」という取り返しがつかない事態をট
かぬよう、先手先手で業界をリードしていただきたい。司法書士業界唯一の業界団体である以上、その過程
で業界の内外に෩が立つこともあると想定されるが、必要なことは主張し、ܴされざる将来予測にも正
面から向き合う࢟をもっていただくことが؊要である。何より、それができるのは日司連以外にはないと
いう事実を改めて強調したい。NSRxを構築しӡ用していくためには様々な高いোนが存在するであろうが、
不動産取引に限らず様々な分野でD9化が進んだ未来において、司法書士が「身近なくらしの中の法律家」
として国民に求められ続けるためには、他に方ࡦはないのである。

第２　ࢾ問に対すΔ結論
１．ʮऔҾඪ४ج൫のߏஙओମと司法書士業քʯにؔすΔௐࠪڀݚ結Ռ
　想定１　「不動産関連事業者ʴٕज़اܥ業」が主ಋして設計構築した取引ඪ準基盤が国内ඪ準となる場合
　　　　・結論　　この場合、司法書士業界は登記実務においてյ滅的な影響を受けると考えられる。ࢾ問

は「不動産取引に今後も司法書士が関与できる」ことを前提としているが、それが成り立
たなくなり、答ਃ自体不能という結論に至った。

　　　　・理由　　日司連は、取引ඪ準基盤に積される全てのビッグデータに容қにアクセスすることが
できないため、司法書士業界のD9化は不可能となる。よって、実務の在り方としては、
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わずかに残るシステム化できない不動産登記業務において生き残る道をࡧすることにな
る。
　日司連も、設計開発段階においてはアライアンスパートナーとして参加できると考えら
れるが、その立場は限定的で、業界意見を述べる機会が確保される程度に留まるであろう。
その場合、日司連が、司法書士が関与しない取引が、いかに国民ひいては国家にとってリ
スクを孕むかを主張しても、そのリスクは、ことごとく最新ٕज़やܦ済的取引保証制度な
ど、司法書士が関与しない代替方法によって回避される可能性が高い。加えて、日司連が
司法書士関与の必要性を主張することによって、むしろٕज़開発において特に注力する課
題（ポイント）を示ࠦすることになり、結果的に、司法書士が関与しない取引ඪ準基盤の
実現をଅ進することになりかねない。そのため、日司連は自縄自റ状態に陥るڪれがある。
　このようにして構築されたシステムが実現した結果、大の登記事件は司法書士が関与
しない取引ඪ準基盤で実行されるようになり、司法書士業界に残される不動産登記業務は、
システム処理できない複雑な事情がࡨ綜した事件のみとなる。
　取引ඪ準基盤のӡ用が開始されると、そこには日々様々な情報が積される。それらの
データを解ੳすることで、次なるサービスを設（D9化）するو重な資料とすることが
可能となるが、日司連はそのごく一部にしかアクセスできず（最ѱの場合、個人情報のน
により全く入手できないこともあり得る）、司法書士業界のD9化を行うҝに必要となる
ビッグデータも得られず、D9化は実現不可能となるであろう。

　　　　・ิ足　　可能性として、司法書士に残される不動産登記業務は、前述したシステム化できない複
雑な登記事件に加えて、「不動産関連事業者ʴٕज़اܥ業」が主ಋして設計構築した取引
ඪ準基盤に入力する情報を提案する業務になる。そのため、提案型業務の対応強化が求め
られる。
　提案型業務ができるようになったとしても、デジタル化のに乗り切れない司法書士は
市場から౫ଡされる。司法書士が業として安定的にܦ済活動を行うのであれば、業界全体
としてITスキルの底上げがٸ務（特にデジタル社会における個人情報保護の認識につい
て早ٸな改善が望まれる）。

　想定２　「日司連」が主ಋして設計構築された取引ඪ準基盤（NSRx）が国内ඪ準となる場合
　　　　・結論　　この場合、デジタル化のに乗ることができ、かつ提案型業務も行える司法書士は、職

Ҭの大をҡ持できるという結論に至った。また、司法書士業界全体としてもNSRxに
積される全てのビッグデータを任意に活用したD9化が可能となり、新たな業務を設す
る道も開ける（次世代における本人確認をはじめとする周ล実務の態様については別記を
参照いただきたい）。

　　　　・理由　　日司連が主ಋして取引ඪ準基盤の開発をすることで、司法書士が共有する登記に対する
思想を開発指針に反өさせることが可能となり、国民の権利擁護につながる。また、あら
ゆる手続きがデジタル化されることで、形態こそ変われど司法書士の職Ҭとしては、ある
程度はҡ持できるものと考えられる。ただし、日司連が主ಋしてٕज़開発を行うとしても、
極力限界までデジタル化を推進することを念಄に、想定１と同様の設計方針をとるべきで
ある。ここでデジタル化のଥ協点を見誤った（司法書士業界にとっていものにした）場
合、NSRxは司法書士の職Ҭ（すなわち利権）をकるための業界エΰシステムと認識され、
誰も利用しなくなるڪれがある。加えて、想定１を実現しようとࡧする当事者に、൴ら
自身の取引ඪ準基盤の実現を加速させるきっかけを与えることになってしまうことにも留
意する必要がある。
　このଥ協点を見定めるにあたり、個々の司法書士が念಄に置かなければならない点があ
る。それは、一定の要件をຬたせば、NSRx上では司法書士が関与せずとも登記ਃ完ྃ
まで取引が実現するという現実である。これにより司法書士から一部の登記事件を事実上
ୣうことにならざるを得ないが、これらの事件もNSRxに積されるビッグデータを構成
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する要素として必要であり、司法書士業界のD9化を行うҝに不可ܽであることを理解し
てもらう必要がある（どのみち司法書士業務の一部がデジタル化されるのであれば、せめ
て日司連でビッグデータをҭて、D9で次世代の司法書士の業務を設してほしい）。
　また、日司連が主ಋし取引ඪ準基盤を開発することで、司法書士業界にとって෭次的メ
リットも見えてくる。それは、この取引ඪ準基盤を利用するために必要となるઐ用アプリ
を、日司連や司法書士会の広報媒体として活用することで、今はまだ法的支援を求めてい
ない国民に対しても、いざという時にスムーズに司法書士にアプローチしてもらう土を
整えておくことができる点である（当研究部会において検討した「司法書士業界が主ಋし
構築する取引ඪ準基盤（仮称・NSRx）」のৄ細については第４以降を参照いただきたい）。

２．　本ਓ֬認と意֬ࢥ認にؔすΔௐࠪڀݚ結Ռ
　　　　・結論　現時点で実現可能と考えられるあらゆるٕज़を駆使すれば、本人確認は可能であるが、司

法書士が考えるレベルの意思確認は不可能という結論に至った。
　　　　・理由１（本人確認について）

　これほどITが発達し、様々なインターネット上のサービスが提供されているにもかか
わらず、これらのサービスを利用する個人（Ar）が、インターネット上で活動する者（Av）
と同一人物であり、Avがインターネット上で行った行ҝの効果はArに帰属する、という
基本的な論理構成を保証する、Ar＝Avという事実をインターネット上で証明することは
ඇ常にࠔである。
　しかし、NSRxの利用者登録を、司法書士事務所において対面本人確認をܦることを義
務付けることや、デジタル上の本人確認にソフトウェアトークンによるワンタイムパス
ワードなどの多要素認証を組み合わせること、ଔ業アルバムなどの過去の情報、特に今回
のച主がങ主であった20年前に受けた本人確認時の情報（NSRx内に保管されているビデ
オチャットの録画データなど）も活用し、ॠ間的な本人確認ではなく、断片的な情報をू
めていることに変わりはないが、かなりの長期にわたりArがこの世に実在し続けていた
事実をも判断ࡐ料とすることで、限りなくAr＝Avであることをٕज़的に証明することが
可能である。
に市場にはデジタル的に身元を証明するサービスが存在しているが、多くの一般国民ط　
にとって、得体の知れないا業がӡӦするシステムに自分のパスポート情報や、ࣸإ真デー
タを登録することには抗感があるだろう。そこで、日司連がこれまで国民の間に築いて
きた（であろう）信頼感を活用して、日司連が本人確認システムを提供することで、国民
の間に活用をଅす効果が見込まれ、かなりのਫ਼度でAr＝Avを証明することができると考
えられる。「本人確認はNSRxで行う」という新しい常識を国内に形成していくことが؊
要となる。

　　　　・理由２（意思確認について）
　意思確認の؊となるポイントは、真意に基づく発言であるか否かをデジタル的にどのよ
うに証明するかにਚきる。現在、市場で行われているඇ対面本人確認においては、面談を
行う部屋の中に第三者がいないことをө像で互いに確認する方法によって第三者の影響を
ഉ除していることが多いが、当研究部会においては、その程度で真意が୲保できるとの結
論には至らなかった。なぜならば、ඃ意思確認者の真意に影響を与える要件は他にも複数
あると考えられ、第三者の同席だけをഉ除してもその実効性は୲保できないからである。
ٕज़的には、݂ѹ、຺ഥ、声認証、࠼認証などによってඃ確認者の緊張度合いを測る
ことにより、意ਤしていない言動なのかどうかについては、一定程度判別が可能であると
考えられるが、当研究部会で検証実験を実施していないため、現時点では実現できないと
いう結論に留めておくべきと判断した。加えて、特घٗඃ者のように動機のࡨ誤に基
づきとられた行動であれば、本人自身は全てにおいて正しい行動をしているという認識で
あるため、前述の方法で緊張度合いを測っても、求める結果は得られないであろう。
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　民間ا業や、現在の世の中で許容されている程度の意思確認であれば、すぐにでも実
できるところではあるが、司法書士が考えるほどの意思確認システムを構築するためには、
当然「意思能力」についても何らかのٕज़的୲保が必要であることからも、NSRxに実
するには相当の研究が必要になると考えられる。

第３　司法書士業քに認識͠て΄͍̓ͭ͠の࣮ࣄ
　１ɽ司法書士業界にٕज़革新をࢭする力はなく、その行方をࠨӈする立場にもない
　２ɽ司法書士を関与させずに登記しようと考える国民がطに一定数存在し、今後増加する
　３ɽ司法書士業務はサービス業でもあり、その必要性は市場（国民）が決める
　４ɽ司法書士業務の流れを۠分する論理的思考を誰もが身につけるべき
　５ɽ司法書士の登記不関与率が上がっても、不確かな登記はそれほど増加しない
　６ɽ司法書士が目指すべき道は、デジタル処理に明るい「提案型」超ઐ職能
　７ɽデジタル化の潮流を日司連が主ಋできなければ、取引市場から司法書士は౫ଡされる

ʢ１ʣ司法書士業քにٕज़ֵ৽をࢭすΔྗはͳ͘ɺͦのํߦをࠨӈすΔཱにもͳ͍
　ٕज़業界と法律業界では、活動するフィールドや目指すものには決定的な違いがある。
　ٕज़業界が目指すところは、ै来、人間が労力をじて行ってきた行ҝの一部を、ٕज़（主に、システム
開発）により自動化し、解์されたマンパワーを人間にしかできないより有ӹなことにৼり向けることで、
人々のらしをより豊かにすることである。そのため、仮に開発したٕज़を求めるχーズが市場に存在する
にもかかわらず、関係法令との৮等、何らかの制約を受ける場合、その৮する関係法令の制約を取り除
くこと、すなわち「規制؇和の実現を目指して行動する」向が強い。
　他方、法律業界は、「関係法令のの中において」いかに有する知見をもって国民の権利擁護に寄与でき
るかという点を主࣠に、先人が築き上げた実を土に日々業務を行っている。
　業界が異なれば、スϐード感はもとより、重視するポイントやそれを実現するための手段も異なるという
至極当然の帰結を述べたに過ぎず、そこに༏ྼや善ѱはない。それͧれの業界が、互いに互いを尊重し、相
互に一定の緊張感を持った上で、それͧれのフィールドで活༂すべきである。ٕ ज़業界主ಋで開発されるサー
ビスを法律業界がշく思わないのであれば、法律業界が主ಋしてシステム開発を行うべきである。

ʢ２ʣ司法書士をؔ༩さͤͣにొ͠هΑ͏と͑ߟΔࠃຽがطにҰఆଘ͠ࡏɺ૿ޙࠓՃすΔ
　我が国の課題の一つに格ࠩ社会の改善がڍげられるが、厚生労働省が発表したデータ（1）によると、1990年
から2017年までの約30年間の再分所得ジχ係数はほ΅ԣばいであり、ܦ済格ࠩは拡大もॖখもしていない。
しかし、過去30年間、我が国ではデフレが進行し、30年前と比べて国民の所得は約10ˋݮগしている。これ
は国民が総体としてශしくなっていることを意味しており、ै前と比べてܦ済的ځࠔ者にカテΰライズされ
る人口が増加しているとみることができる。
　このことは、登記ਃ当事者になる可能性がある国民の全てに影響する。目先のコストカットを༏先した
いと思う者が増加するのは当然であり、「司法書士に支払うඅ用（報ु）は無ବ」と感じて「司法書士を関
与させずに登記したい」と考えるが増加するのは時間の問題である。
　それでも、ै来は、本人ਃはࠔでハードルが高く、かといって司法書士への依頼に代替する方法もな
かった。しかし、今後、誰でも簡単かつ安価な代替方法にアプローチできるとなれば、これまでの様子は一
変するであろう。一度コストカットの対象となってしまった司法書士業界が、後になっていくら司法書士関
与の重要性をઆいたとしても、代替方法でも問題なく登記ができることを知ってしまった国民の心に響くこ
とはないだろう。
　これらの社会എܠをうけて登場したかどうかは定かではないが、近年登場した、司法書士が関与しない登
記ਃ書作成WE#サービスは極めてタイムリーに市場に登場しており、市場には確実にχーズが存在する

（1）厚生労働省・所得再分によるジχ係数の改善の推Ҡ
　https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/haLusyo/Lousei/19/bacLEata/01�01�08�09.html
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ことを強く示ࠦしている。このようなサービスが市場に普ٴすれば、ܦ済的にځࠔしていないにおいても、
自分で問題なく価格で登記が実現するならば、利用者が増えることが見込まれる。こうした潮流により、
このままでは、司法書士が関与しない登記ਃ件数は今後ঃ々に増加するであろう。司法書士を関与させず
とも、自分で登記ができた、という、あるछの成功ܦ験者を増やしてしまうと、司法書士ഉ除論の後ԡしに
もつながるため、見過ごすことはできない。
　日司連が行う「相続登記義務化に関する広報活動」についても再考する必要がある。それは、今以上に国
民に対して司法書士の重要性をアϐールできなければ、今回の義務化が国民の司法書士離れを引き起こしか
ねないということである。このアϐールを行うにあたり重要なのは、民間人でありながらも「ެӹ的立場を
有する日司連の目ઢで」制度広報を行うことと、「国民の目ઢで」司法書士報ुに見合うだけのメリットを
いかに具体的に（かつ、さりげなく）示せるかである。前者だけをいくらアϐールしても、司法書士業界に
コンタクトしようとする者は限定的であろう。重要なのは後者であり、国民に、司法書士報ुに見合うだけ
のԸܙを受けることができると感じさせることができなければ、司法書士へのコンタクトにつながらない。
司法書士業界が考える以上に、国民はඅ用対効果を意識していること、コストにݫしくドライであることを、
日司連において今一度認識してもらいたい。これは、一般ا業が安い労働力を求めるのと同じ原理である。

ʢ３ʣ司法書士業務はαʔϏε業Ͱも͋Γɺͦのඞཁ性はࢢʢࠃຽʣがܾめΔ
　司法書士業務を継続して行うために必要と考えられる主な要素は、ᶃ職人気質、ᶄ接٬態度、ᶅサービス
業であるという自֮である。これらの要素の全てにおいて「国民が求める基準」に達した司法書士のみが、
司法書士業をビジネスとして成立させられる時代になりつつある。
　ᶃ職人気質：　制度誕生から150年となった司法書士は、今では「国民に身近なくらしの中の法律家」と
して広く認知されるようになった。これは、業界団体である日司連、その基盤となる個々の司法書士が長き
にわたり、国民一人ひとりに寄り添い積み重ねてきたがゆえに得られた信頼である。国民がイメージする司
法書士は、法律家として職人のҬに達していることを歴史が証明しているといっても過言ではない。先人の
英知にஏじぬよう、また、これからも継続して国民の信頼を得続けるためには、෯広い研ᮎが一重要にな
ると考える。
　ᶄ接٬態度：　これはどのような業छであっても必要となる基本的要素である。今では行政サービスにお
いても必ਢの要素であり、司法書士業で生計を成り立たせようとしている司法書士においても、必要不可ܽ
な要素であることは疑い得ない。
　ᶅサービス業であるという自֮：　今後の司法書士業界にとってඇ常に重要となる要素である。ここでは、
国民にとって司法書士業務とは、求める結果（ここでは、正しい登記を完ྃすること）を達成するための一
手段に過ぎないという事実も認識しておかなければならない。
　利ӹを上げ事業を成立させるためには、「サービスを提供する（供څ）側の都合」と、「サービスを利用す
る（消අ）側の都合」のバランスがとれている必要がある。提供する側が、市場に対して究極的な革新的ٕ
ज़をਁಁできる場合や、利ӹを度外視してサービスを市場に拡ࢄさせることを意ਤする場合、また、他に代
替手段がなく事実上市場を独できる場合であれば、供څ側が市場にサービスを入するにあたり、消අ側
の都合を気にすることはない。しかし、残念ながら司法書士業務はこれにྨしておらず、供څ側と消අ側の
྆面からのアプローチを検討しなければ事業として成立しない。
　ここで司法書士法第３条業務のࣹ程範囲について৮れておく。司法書士業界は、なるべく独ྖҬが増え
るよう、広義に司法書士業務を定義づけるが、市場、特に民間ا業は、司法書士業務をなるべくڱ義に定義
付け、જ在的な機分野を独の外に位置付けることにインセンティブを持つ。前述した「司法書士が関
与しない登記ਃ書作成WE#サービス」は、司法書士の独業務に৮しないとの位置付けのもとで登場
した。となれば、どの手段を使い目的（登記ਃ）を達成するかを決めるのは、当事者である国民の自由意
志に委ねられていることになる。司法書士業界側がいくら声高に司法書士関与の必要性を訴えても、実際に
選択されなければ意味が無い。この点を、日司連や司法書士会は、今一度؊にじて、業界として効果的な
PRとは何なのかを再検討されたい。
　司法書士が行う登記業務は、一般国民にとっては複雑で、自ら行うには時間も労力も要することが多い。
だからこそ、現在は司法書士に依頼しているわけだが、それに代替する方法があるのであれば、それを利用
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するのが自然な選択となる。システム開発は日進月歩であり、日々、市場に新しいサービスが入されてい
る。司法書士という手段を使わずとも登記という目的が達成できる時代になりつつある。繰り返すが、国民
にとっての司法書士業務は手段の一つに過ぎず、よりよいサービスを提供し、国民にそのྑさを理解しても
らわなければ、国民に他の手段を選択されてしまうのである。

ʢ４ʣ司法書士業務のྲྀれを۠すΔ論ཧ的ߟࢥを୭もがに͚ͭΔ͖
　司法書士における「登記ਃ業務」を時ྻܥで大まかに分解すると、受任、聴取、法的解ऍの組み立て、
書証の現認、最終的な法解ऍおよび検証、登記に反өさせるべき内容の決定、業務ソフトを用いて登記ਃ
書作成、インターネットܦ由による登記ਃ、完ྃ登記の確認、となるであろうか。この分解した業務の流
れの内、前述の民間ا業が提供している登記ਃ書作成WE#サービスは、「司法書士が業務ソフトを用いて
行う登記ਃ書作成」についてのみであり、それ以前の過程については、6Iˎʲ定義ʳ参照の作り込みによ
り多গの༠ಋはあるが、基本的には利用者本人にデータを選別させ入力させている。
　民間ا業によるWE#サービスに対し、司法書士業界からは、登記ਃ業務はそんなに簡単なものではなく、
そこに至るまでには様々な知見に基づいた判断を繰り返し、数多くの段階をܦて、その結果としてਃ書が
作成できるわけで、これらの్中段階をことごとく省ུし、一ॠで自動化するWE#サービスを提供するا
業は、登記ਃというものが全く分かっていない、という意見を聞くことがある。しかし、現状の民間ا業
のサービスは「طに確定している内容をਃ書に記ࡌする行ҝ」のみであり、当研究部会は、司法書士業務
の神は、それに至るまでの過程にこそあると考える。それゆえ、民間ا業によるWE#サービスが登場し
ていることについては、言うなれば司法書士が使用している業務用ソフトが一般開์されたにすぎず、当研
究部会では、੩観すべきものとみなしている。

ʢ̑ʣ司法書士のొهෆؔ༩が্がͬてもɺෆ͔֬ͳొهはͦれ΄Ͳ૿Ճ͠ͳ͍
　前述したとおり、登記ਃ書を作成する過程に一定のパターンが存在するとするならば、その過程は確実
にシステム構築による自動化が可能であり、司法書士が関与しなくとも登記ਃ書を作成することができる。
とはいえ、そもそも係るシステムにద切な情報を入力する必要があること、パターン化できる登記ਃに限
定されること、登記官の৹査をもܦなければ登記が完ྃしないことなどをؑみれば、現状では形式的には不
確かな登記が入る可能性は極めていと考えられる。
　しかし、ച主ങ主である当事者が結託して事実と異なる取引をった場合、システムとしてはその真ِを
検証することができないため、入力された情報にໃ६が無い限り、登記ਃは可能となってしまう。では、
生身の人間である司法書士ならば、どの程度まで不実の登記をഉ除することができるのであろうか。司法書
士が行う真ِ検証の過程もまた、可能な限りデジタル的に実施すれば一定程度の効果も見込める。生身の人
間でなければ不実の登記を防ぐことはできない、という主張には一理あるものの、そのઆ得力はしい。こ
の疑問に対する究極的な答えは、当研究部会では、未だデジタル処理ができないと結論づけた「意思確認の
デジタル処理」にਂくかかわるものと思料する（2022年度以降も継続して調査研究を行う予定）。
　一方で、司法書士業界団体である日司連がӡ用するNSRxを使わなければ不動産取引ができない世界が実
現できた場合、交൪が存在するだけで൜ࡑへのࢭ効果があるように、不実の登記への一定のࢭ力が働く
可能性は高いであろう。

ʢ̒ʣ司法書士がࢦす͖ಓはɺσδλϧॲཧに໌Δ͍ʮఏҊ型ʯઐ৬
　過去にも、司法書士業界がデジタル化のに面した場面は数多くあった。古くはワープロの登場であり、
最近では業務用ソフト、インターネットܦ由の登記ਃのためのޫ回ઢの整備などである。
　しかし、これら今までのデジタル化のは、司法書士業務のアナログ作業をデジタル処理にҠしたに過ぎ
ず、司法書士の職Ҭそのものに対して接的に影響を与えるものではなかった。ところが、近年のٕज़開発
によるデジタル化のは、これまでとは異なり、前述したWE#システムサービスを筆಄に、司法書士業務
の本質に影響するものが登場してきている。
　本研究部会において、司法書士の本質的業務とは、登記ਃにどのような事߲を反өさせるべきかを決定
するまでの過程にこそあるという結論に至った。具体的には、目を見て感情を読みとること、依頼者の発言
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のཪを読むような本音とݐ前をくみ取ること、聴取した事実と感情を法的に整理することなどである。これ
らに司法書士としてഓってきた知見を加え、依頼者が真に望む目的に至る道筋を提案することこそが、自動
化がしい、生身の人間にしかできないྖҬであろう。今後、司法書士業界が一ؙとなって、こうした「提
案型」業務に取り組む必要がある。そのため、日司連は、そうした司法書士のཆ成をٸがなくてはならない。
それでこそ、司法書士は民間サービスに代替されないઐ職能ू団として生き残ることが可能であり、国民
にとって司法書士の存在を不可ܽにすることができるのである。これが実現するならば、デジタル化の進展
に何ら動じる必要は無い。なぜならば、単純に自動化される業務は、司法書士の本質的業務ではなく、いず
れ౫ଡされることが避けられないからである。

ʢ̓ʣσδλϧ化のைྲྀを日司࿈がओಋͰ͖ͳ͚れɺऔҾࢢ͔ら司法書士は౫ଡされΔ
　当研究部会において、登記ਃ書作成に限らず、不動産取引の全ての工程を、デジタルかつオンラインで、
司法書士が関与せず実現することは可能なのかという調査研究を行ったところ、現行の関係法令を一部改正
すれば、可能という結論に至った。ということは、不動産取引にܞわる民間業界が主ಋして取引ඪ準基盤の
構築に成功した場合、不動産取引における司法書士の役割は大きくᆝଛされる可能性が高い。
　ٕज़業界はあらゆる業務の自動化をਤることによって、人々のらしを豊かにしようとしている。司法書
士業務の中֩の一つである登記業務も例外ではない。ٕज़業界が主ಋして新たな不動産取引プラットフΥー
ム（取引ඪ準基盤）を設計した場合、൴らにとっては、司法書士の代替手段を開発することが利ӹにつなが
る以上、そこに司法書士が必要とされる可能性はい。しかし、そうした取引ඪ準基盤においては、Ӧ利第
一目的ゆえ個人情報の保護が不徹底であったり、情報のඇ対称性ゆえに生じる弱者保護が୲保されなかった
りという問題が生じる可能性が高い。そうしたプラットフΥームが人口にᢅᖰしてから、司法書士業界が、
国民の権利擁護のためには司法書士が関与することが重要だと訴えても、਼を逆転させることはしいだ
ろう。
　そうならないために、日司連は、ചങ当事者でも金༥機関でもない、中立の立場で、国民の利ӹを最大化
する取引ඪ準基盤をどのように構築すべきなのか。この点について、調査研究を重ねた結果を、取引ඪ準基
盤の例（NSRx）として次߲以降にその様を示す。

第４　/43Yのج本機
ཁૉʣ認ূαʔόʔとσδλϧτʔΫϯΞϓϦ࣋多ཁૉʢॴ．１ج
　　・利用者レベル  レベル１
　　・利用者の具体例  一般国民の全て
　　・司法書士の関与  不要（レベル１登録ʴアプリのインストールのみ）
　　・必要性やഎܠ等  ・国民に日司連および司法書士の存在を知ってもらうࢃきӤ
    ・国民に本人確認の際の多要素（所持要素）認証をしてもらうため
　　・ิ足આ明等  ・多要素認証を求められる場面が増加していることから、司法書士が関与

しない場面にもこのアプリを通じて日司連や司法書士の存在を国民の社
会生活の中にਁಁさせることができる（アプローチܦ࿏の拡大）

    ・アプリを通じて日司連のプレス動画等を信できる（広報活動の一環）
    ・司法書士会の会報等を国民に広く介することもできる
    ・ソフトウェアトークン（時ࠁ同期方式）
    ・ઐ用サイトで利用者登録した上でアプリをダウンロードし有効化するだ

けで使用可能となり、アプリの画面に表示される１分に１度変わるܻ̔
のコード（OTP：ワンタイムパスワード）を利用するサイトに入力する
ことで所持要素としての認証を受けることができる（(oogle等の大手ا
業がطに提供している）

    ・SMSで受け取ったOTPをサイトに入力することでもྨ似の結果は得られ
るが、SMSによる認証の場合は都度通信料が発生するため、極力使用場
面をগなくすべき

会報 THINK　第121号　2023 167

1�8�194 会報THINK第121号Bྖἲ᭩ኈᴗົ';᥎㐍◊✲㒊会.indd   1�7 2023/03/13   9:��:2�



機Ϋϥυ機໌ূ࣮ࣄอ．２ج
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  レベル２登録者の内、NSRxの他の機能を利用する者
　　・司法書士の関与  不要
　　・トークンアプリ  必要　
    アカウントページにログインしたとしても保管事実証明機能付クラウド

サービスに接続する際にはOTPの入力が必要
　　・必要性やഎܠ等  不動産登記法改正等対ࡦ部情報保管システムWT報告書に譲る
　　・ิ足આ明等  ・ྖҬの全てを҉号化し当֘利用者でなければ෮号できない
    ・いわゆるデータストレージとしても利用できるが、利用者の求めにより、

特定の電子ファイルに対して保管事実証明を行う
    ・司法書士が関与しない、利用者が第三者に対して本人確認情報を提供す

る場面において、レベル２登録時に提供したҹؑ証明書やӡ転໔許証の
画像データに保管事実証明書を付した上で開示することで、同一情報を
繰り返し提供しなければならない手間から解์することができる

司法書士༻のΫϥυ機．３ج
　　・利用者レベル  ˎ
　　・利用者の具体例  ・司法書士であれば誰でも利用できる（選択肢の提供に留める）
    ・ద切なクラウドが選択できない司法書士
　　・司法書士の関与  ˎ
　　・トークンアプリ  必要
    アカウントページにログインしたとしても司法書士用のクラウドサービス

に接続する際にはOTPの入力が必要
　　・必要性やഎܠ等  ・基２ɽ保管事実証明機能付クラウド機能のԆ長機能
    ・ITスキルのい司法書士を支援する
　　・ิ足આ明等  ・司法書士業務で使用するデジタルファイルのバックアップクラウド
    ・ྖҬの全てを҉号化し当֘会員でなければ෮号できない
    ・ITスキルのばらつきにより全ての司法書士がద切なクラウドサービスを

選択できているとはいえない現状にؑみ、安全かつ簡単に接続できる業
界ઐ用クラウドを提供する。よくわからずにセキϡリティ的に疑義があ
るクラウドを使用している司法書士θロを目指す

    ・司法書士だからITにૄくてもしかたない、という時代はطに終わってい
ることを気づかせるための手土産（情報࿙Ӯ対ࡦを意識する必要性）

ੜ機'%４．1ج
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  いますぐPDF生成したいが環境がない者
　　・司法書士の関与  ˎ
　　・トークンアプリ  必要
    アカウントページにログインしたとしてもPDF生成サービスに接続する際

にはOTPの入力が必要（生成Ϙタンԡ下後にOTPを入力）
　　・必要性やഎܠ等  NSRx電子ॺ名サービスの前手続き
　　・ิ足આ明等  ・PDF生成ソフトウェアを持たない者に限らず、スマートフΥン等から

Eocx拡張子等の電子ファイルをNSRxにアップロードするだけでPDF
ファイルを生成できる

    ・生成したファイルにNSRxにより生成したࢫをຒめ込む
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    ・生成したPDFファイルは基２ɽ保管事実証明機能付クラウドに自動保管
されるため、利用者はそこからダウンロードして取得する

望者にはPDFファイルに生成者としてNSRxの電子ॺ名を付してからクر・    
ラウド上に生成する

    ・スマートフΥンから、全ての形式のファイルをPDF化できる。

ʣ׆の෮ہʢ日司࿈認ূہ43Y認ূ/．̑ج
　　・利用者レベル  ˎ
　　・利用者の具体例  マイナンバーカードを用いた電子ॺ名はしたくないが、電子ॺ名をしなけ

ればならない平取締役や監査役など
　　・司法書士の関与  ˎ
　　・必要性やഎܠ等  ・NSRx上で行う本人確認を国内の基本とするためには必ਢとなる
    ・NSRx上で本人型電子ॺ名を完結させるための必ਢ機能
    ・NSRx上で本人型電子ॺ名を行うため
　　・ิ足આ明等  ・ެ的電子証明書をもたない、または使いたくない者が実在する
    ・司法書士事務所において対面による本人確認をܦたレベル２利用者であ

ることを条件とすることで、実在性を୲保した電子証明書を発行するこ
とができる

    ・司法書士としての電子証明書も自前払い出しできる
    ・マイナンバーカード内の電子証明書と異なり、住所を変更しても失効し

ないという点はඇ常に実務上有ӹである（自前証明書だからこそできる）

ॺ໊機ࢠձਓ型ిཱ．̒ج
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  私人間取引において電子契約したい者
　　・司法書士の関与  ˎ
　　・トークンアプリ  必要
    アカウントページにログインしたとしても立会人型電子ॺ名サービスに接

続する際にはOTPの入力が必要（ॺ名実行Ϙタンԡ下後にOTPを入力）
　　・必要性やഎܠ等  登記実務においても利用が認められている現在、日司連が市場参入するこ

とで存在感をଧち出すことができる
　　・ิ足આ明等  ・民間ベンダーが提供するサービスと同等程度の機能は必要
    ・NSRxがॺ名した電子ファイルは基２ɽ保管事実証明機能付クラウドに保

管される

ॺ໊機ࢠ本ਓ型ి．̓ج
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  電子契約当事者となるレベル２利用者（契約当事者の全員がベレル２利用

者である必要は無い）
　　・司法書士の関与  ˎ
　　・トークンアプリ  必要
    アカウントページにログインしたとしても本人型電子ॺ名サービスに接続

する際にはOTPの入力が必要（ॺ名実行Ϙタンԡ下後にOTPを入力）
　　・必要性やഎܠ等  ・NSRx上で行う本人確認を国内の基本とするためには必ਢとなる
    ・電子証明書払い出しベンダーとして市場参入するため
    ・電子ॺ名を行う環境整備をすることを手間と感じる国民をその手間から

解์する（実際一生のうち数回しか電子ॺ名を使う場面が無い国民にとっ
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て、この環境整備は相当ハードルが高いと思われる）
　　・ิ足આ明等  ・NSRxが払い出した電子証明書のマスターファイルをNSRx上の特घྖҬ

に前もって格ೲしておくことで、利用者が電子ॺ名を行いたい際に、都
度電子証明書ファイルを接使用することなくNSRxのૢ作のみで電子ॺ
名を付すことができるようになる（電子証明書ファイルを意ਤせず除
したためオンラインਃができなくなった司法書士に着想を得た）

　　・備考   基５ɽNSRx認証局から電子証明書を取得するためには、事前に、ҹؑ証
明書やӡ転໔許証などを添えて司法書士による対面本人確認を受けなけれ
ばならないことから、行政機関からNSRxが払い出した電子証明書をマイ
ナンバーカード内の電子証明書に準じる扱いとしてӡ用してもらえる世界
が๚れたことを前提に調査研究を行っている点に注意

ඇ対໘本ਓ֬認༻ϏσΦνϟοτ機ʢ司法書士がؔ༩͠ͳ͍本ਓ֬認ʣ．̔ج
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  ・NSRxに事前登録された資料と併せてඇ対面本人確認を行いたい者
    ・利用者の全てがレベル２利用者であること
　　・司法書士の関与  ˎ
　　・トークンアプリ  必要
    アカウントページにログインしたとしてもඇ対面本人確認サービスに接続

する際にはOTPの入力が必要（本人であるࢫのਃ告Ϙタンԡ下後にOTPを
入力）

　　・必要性やഎܠ等  ・ྨ似のサービスが存在しないため、世界ॳのサービスとなる
    ・NSRx上で行う本人確認を国内の基本とするためには必ਢとなる
    ・「本人確認は日司連のNSRxで」を国内ඪ準としたい
　　・ิ足આ明等  ・ビデオチャットでඇ対面本人確認を行いながら、NSRxに登録されている

情報と、基１ɽ多要素（所持要素）認証サーバーとデジタルトークンア
プリを組み合わせて確認を行う

    ・ビデオチャット中の全てのやりとりは、基２ɽ保管事実証明機能付クラ
ウドに自動保管される

本ਓ֬認ʣ͏ߦඇ対໘本ਓ֬認༻ϏσΦνϟοτ機ʢ司法書士が．̕ج
　　・利用者レベル  ˎ
　　・利用者の具体例  ・司法書士業務において確認する必要がある者
    ・NSRx利用者である必要は無い
　　・司法書士の関与  必要（基10ɽの実行を必ਢとする）
　　・トークンアプリ  必要
    アカウントページにログインしたとしてもඇ対面本人確認サービスに接続

する際にはOTPの入力が必要（本人であるࢫのਃ告Ϙタンԡ下後にOTPを
入力）

　　・必要性やഎܠ等  ・司法書士業界におけるඇ対面本人確認方法をඪ準化するため
    ・NSRx上で行う本人確認を国内の基本とするためには必ਢとなる
    ・「本人確認は日司連のNSRxで」を国内ඪ準としたい
　　・ิ足આ明等  ・基̔ɽඇ対面本人確認用ビデオチャット機能（司法書士が関与しない本

人確認）と同じ
    ・現在司法書士が行っているඇ対面本人確認は、それͧれの司法書士が思

う方法で行われており、そこに業界全体としての統一性やਫ਼度୲保が存
在しないという課題を解決したい
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機ڙ本ਓ֬認ใఏ．�1ج
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  本人確認を受けている際にӡ転໔許証やҹؑ証明書の提示を求められた者
　　・司法書士の関与  不要
　　・トークンアプリ  必要
    アカウントページにログインしたとしても本人確認情報提供サービスに接

続する際にはOTPの入力が必要（相手方に情報を開示するか否かの意思確
認としても使用する）

　　・必要性やഎܠ等  ・現在、日本国内では、オンライン上で利用者の身元を証明する方法が確
立していない

    ・金༥機関の૭口などにおいてӡ転໔許証やҹؑ証明書の提示を求められ
る際に、都度原本を提示しなくてもオンラインでӾཡできるようにした
い

    ・NSRx上で行う本人確認を国内ඪ準とするためには必ਢとなる
　　・ิ足આ明等  想定する流れを参照
　　・想定する流れ  １　ඃ確認者が、ҹؑ証明書や住民ථのࣸしの提示を求められる
    ２　確認者が、ඃ確認者のNSRx登録൪号を照会サイトに、任意の識別名

と併せて入力する
    ３　ඃ確認者のアプリに、「ʠ２任意の識別名ʡが、あなたの情報を照会し

ようとしています。心当たりが有りますかʁ」と表示され、心当たりが
ある場合は、NSRxに登録されている情報の内、どの情報を開示するか
選択（チェックマークを付ける）し、またิ足情報を指定する

    　　ᶃ　開示する情報を選択する
    　　ᶄ　開示するPDFファイルのダウンロードを許可するか否か
    　　　　˞ダウンロードさせない場合画面に表示されるのみとなる
    　　ᶅ　開示するPDFのҹを許可するか否か
    　　　　˞ҹを許可しない場合でも画面のスクリーンショットは可能と

なる（確認者側端末に依存するため、完全にはࢭېできない）
    ４　NSRx上で、確認者に提供する情報を一つのPDFとして生成し、ඃ確

認者のアプリ上にプレビϡーを表示する。このPDFは基２ɽ保管事実証
明機能付クラウド内に、保管事実証明を付しNSRxの電子ॺ名が付され
た状態で保存される

    ５　確認者は、このプレビϡーを確認し、開示するϘタンをԡ下する
    ６　ඃ確認者の画面に「Ӿཡ準備ができました。OTPを入力してください」

と表示される
    ７　確認者はඃ確認者にOTPを口಄で聞く、又はテンキーパッドを確認者

に渡し入力を求める
    ̔　基２ɽ保管事実証明機能付クラウドから４で生成されたPDFがダウン

ロードされる（ୠし１回限り、ୠし、ඃ確認者は、いつでも、誰にどの
ような情報を開示したのか確認できる）

第̑　/43Yがෆಈ࢈औҾ業քをઌಋすΔための機
औ１．ෆಈهొ࢈ਃσʔλ࡞機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  不動産登記ਃ当事者
　　・司法書士の関与  不要（本人ਃ）
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　　・必要性やഎܠ等  ・NSRx内で全ての取引を完結するために必要な機能
    ・不動産取引ඪ準基盤を日司連が主ಋするためには、本人ਃについても

ࣹ程を拡大する必要がある
    ・司法書士が関与しない本人ਃに関する情報についても、基２ɽ保管事

実証明機能付クラウドに情報が積されることになり、日司連はܴす
べき

　　・ิ足આ明等  ・本研究で想定している取引（ݐചചങのຣ消・Ҡ転・設定）については
比較的容қに構築できるであろう

    ・一見すると登記ਃの市場開์（ւ）に見えるかもしれないが、NSRx
上でその全てを行うならば、それはビッグデータ（ୄ）となる

औ２．ෆಈهొ࢈ਃσʔλૹ৴機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  不動産登記ਃを行うか否かの最終実行要件をຬたした者
　　・司法書士の関与  不要
　　・必要性やഎܠ等  ・NSRx内で全ての取引を完結するために必要な機能
    ・取１ɽで生成した登記ਃデータを管法務局に送信する機能
　　・ิ足આ明等  ・本機能で生成したਃデータを管法務局に送信するか否かの最終実行

要件がଗえば、送信データを送信し受付൪号等を受け取る
    ・登記ਃの状況については、司法書士業務ソフトと同程度に確認できる

ようにする

औ３．ొݪهҼূ໌ใ࡞機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  গなくとも義務者
　　・司法書士の関与  不要
　　・必要性やഎܠ等  ・NSRx内で全ての取引を完結するために必要な機能
    ・取引の過程で入力等した情報を自動的に整理し、基４ɽPDF生成機能で

PDFファイル化して基２ɽ保管事実証明機能付クラウド内に、登記原因
証明情報案として生成する

　　・ิ足આ明等  ・不動産登記ਃ当事者が内容を確認した時点で、案からਃ情報に使用
する情報にঢ格し、最終的に基７ɽ本人型電子ॺ名機能により電子証明
を付す（本人が自らの意思で電子ॺ名したことになる）

    ・基７ɽ本人型電子ॺ名を行った係る登記原因証明情報についても、基２ɽ
保管事実証明機能付クラウド内で長期保存されることになる

    ・NSRx上で電子契約を行うため、契約当事者が同時に電子ॺ名を行う必要
はなく、契約当事者の全てが電子ॺ名を行った時点で締結完ྃとなる

औ�．ෆಈ࢈ධՁֹऔಘ機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  不動産登記名義人
　　・司法書士の関与  不要
　　・必要性やഎܠ等  NSRx内ですべての取引を完結するために必要な機能
　　・ิ足આ明等  ・地方੫法第422条の３に基づき各市ொ村から法務局へ通知しなければ

ならないこととなってはいるが、実際に通知を行っている市ொ村は限ら
れており、また、通知を行っていても、現状ではࢴベースによる通知と
いう情報あり
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    ・各市ொ村のシステムが統一されているわけではないので、法務局に対し
て容қに通知できるだけのٕज़的環境が整備されていないことが実現の
োนになるであろう

、法務局に対してධ価ֹを照会すべきところではあるが前としては管ݐ・    
オンラインによるධ価ֹ取得が可能になるのであれば、各市ொ村から
接NSRxにධ価ֹを提供してもらうシステム構築を検討すべきかもしれな
い

औ̑．༥ࢿ৹ࠪਃࠐใૹ৴機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  ༥資を検討しているങ主とNSRx参加金༥機関
　　・司法書士の関与  不要
　　・必要性やഎܠ等  不動産取引を全てデジタル処理で完結するためには必要となる機能
　　・ิ足આ明等  ・NSRxに参加している金༥機関であれば地Ҭ性を問わず༥資のਃ込ができ

るようになる
    ・地方ۜ行においても༥資৹査に関するシステムを独自にӡ用しているよ

うなので、そのシステムに対して必要情報（レベル２登録時にデジタル
保管されたデータを含む）を金༥機関に物件情報と併せて送信する

    ・各金༥機関が独自に行う༥資৹査の結果は、NSRxに提供してもらう
    ・ങ主である利用者はNSRx内のマイページで৹査状況を確認できる
    ・特に地ۜがNSRxに参加するインセンティブになるかもしれない
　　・関連調査報告  ・ビットコインに代表される҉号資産は、資金決済に関する法律によれば

インターネット上において、不特定の者に対する決済に用いることがで
きる資産とされており、不動産のചങ代金決済に用いることも可能であ
る（実際に自動ंについては決済できるا業が存在する）。したがって、
NSRxにおいても҉号資産による代金決済に対応する必要があると考えら
れるが、登記事߲として用いることができるか否かについては今後の登
記行政の動向によるところと考えられる

    ・実社会においてはطに҉号資産によるି借が行われていることを知って
おく必要がある

    ・҉号資産の発行者が法定通՟発行権を有する国家であれば話は多গ変わ
るが、通常の҉号資産には発行者が存在しないことによる債権性の有無
についても今後の動向を注視しておく必要がある

औ̒．ࠃ֎ۚ༥機͔ؔらのணۚॲཧ機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  国外の金༥機関を常用している者
　　・司法書士の関与  不要
　　・必要性やഎܠ等  ・日本国外の金༥機関が、日本国内の取引に関与してくる可能性を考ྀし

ておくべきである
    ・国外の金༥機関を利用している日本国民がどの程度存在するかを示す

データを見つけることはできなかったが、決してগなくはなく、そうい
う者こそフルオンライン取引にڵ味を示す可能性がある）

　　・司法書士の関与  不要
　　・ิ足આ明等  ・例えば、ങ主が自己名義の国外口座から代金を決済する場合だけでなく

国外の金༥機関から借入を行い日本国内の不動産をߪ入する場合なども
想定しておくべきである
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    ・そこで、NSRxに登録する金༥機関情報には、SWIFTに代表される国際
決済方法にも対応しておくべきであろう

औ̓．ొ߲ࣄهγϛϡϨʔγϣϯ機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  登記ਃ当事者
　　・司法書士の関与  不要
　　・必要性やഎܠ等  ・今回行う登記ਃにより登記記録のどこの部分がどのように変更される

のかを、実際に登記ਃを行う前に、新چ対照表に法的解ऍを付した表
示を行い、当事者がೲ得した上で登記ਃを実行できるようにする

　　・ิ足આ明等  ・NSRx内で行われる取引については、動画やわかりやすい6Iを駆使した解
આを多用し、利用者がわかりやすくೲ得した上で先に進む設計に務める
べきである

    ・登記が完ྃすると、登記情報をもとに結果を表示する

औ̔．法的ཧղΞγετ機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  登記ਃ当事者
　　・司法書士の関与  解આ動画等で関与する
　　・必要性やഎܠ等  分からないことを分からないままで取引を継続することがないよう、各段

階にチェックポイント（解આ動画のӾཡ義務等）を設ける
　　・ิ足આ明等  ・不動産取引に限らず、一般国民の大がചങ契約から生じる法的権利や

義務の全てを正確に理解できずに取引に参加しているように思う
    ・不動産取引ඪ準基盤に参加する全ての者には、あらゆる場面において自

らの意思により、次の手続きに進んでもらいたい
    ・方法としては、場面ຖになるべく多くの解આを示し、利用者がೲ得した

上で先に進むことができる設計に務めるべきである

औ̕．司法書士ҕ機
　　・利用者レベル  レベル２
　　・利用者の具体例  登記ਃ当事者
　　・司法書士の関与  あり
　　・必要性やഎܠ等  ・当事者の求めにより司法書士がその代理人となり手続きを継続する
    ・本調査研究で想定している取引以外の取引（相続等）を想定した場合、

望する当事者は相当数存在するであろうر
　　・ิ足આ明等  ・本調査研究では本人ਃを原則としているが、当事者ຖの都合により登

記ਃ代理人を選任できるようにする
    ・司法書士との委任契約についてもNSRx上で電子契約を行う
    ・本人ਃが原則としても、金༥機関である当事者の求めにより司法書士

の関与率は高くなるであろう

第̒　/43Yのར༻ऀొϨϕϧ
ొ１．Ϩϕϧ１のొ
　　・対面本人確認  不要（利用者のみの手続きで利用開始まで行える）
　　・登録有効期限  無期限
　　・必要情報   ・NSRxをインストールできるスマートフΥン
    ・SMSを受け取ることができる登録者名義の電話൪号
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    ・メールアドレス
    ・氏名（本名までは求めないが、原則として事後的変更を認めない）
    ・現住所の最খ行政۠画
　　・登録情報   必要情報として提供を受けた情報はNSRxに҉号化されて格ೲされる
　　・提供サービス  ・基１（多要素認証アプリ）    ʓ
    ・基２（保管事実証明機能付クラウド）   ⁇
    ・基３（司法書士用クラウド）    ⁇
    ・基４（PDF生成）     ⁇
    ・基５（NSRx認証局）     ⁇
    ・基６（立会型電子ॺ名）    ⁇
    ・基７（本人型電子ॺ名）    ⁇
    ・基̔（司法書士が関与しないඇ対面本人確認）　 ⁇
    ・基９（司法書士が行うඇ対面本人確認）　  ʓ
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    ・取１（不動産登記ਃデータ作成）   ⁇
    ・取２（不動産登記ਃデータ送信）   ⁇
    ・取３（登記原因証明情報作成）    ⁇
    ・取４（不動産ධ価ֹ取得）    ⁇
    ・取５（༥資৹査ਃ込情報送信）    ⁇
    ・取６（国外金༥機関からの着金処理）   ⁇
    ・取７（登記事߲シミϡレーション）   ⁇
    ・取̔（法的理解アシスト）    ⁇
    ・取９（司法書士委任）     ⁇
　　・メリット   ・利用者にとってのメリット
    　　・日司連提供のઐ用アプリを無ঈで使用できるようになる
    　　　ˠNSRxの機能を利用する際の本人確認で使用する
    　　・多要素認証が必要なサイトにログインすることができるようになる
    ・日司連にとってのメリット
    　　・日司連の広報活動の場として使える
    　　・司法書士業界が行うイベントの広報を行える
    　　・現住所の最খ行政۠画をもとに司法書士会のPRが行える
　　・登録の流れ  １　利用者が仮登録サイトにメールアドレスとパスワードを入力する
    　　ˠメールアドレスが今後NSRxのログインIDとなる
    ２　NSRxから本登録サイトのリンクがಧく
    　　ˠメールアドレスの実在性が確認できた（所持要件）
    　　ˠ本サイトにIDとしてメールアドレスを、パスワード（PW）として

１で入力した文ྻࣈを用いてログインすると、NSRxのアカウント
ページ（マイページ）にアクセスできる。

    ３　ॳ回ログイン時のみアカウントページから、氏名およびSMS受け取り
可能電話൪号を入力する

    ４　SMSで確認コードがಧくので、それを画面に入力する
    　　ˠܞଳ電話の൪号が確認できた（所持要件）
    ５　画面に利用可能となったࢫと2Rコードが表示される
    ６　ઐ用アプリをインストールする
    ７　画面に表示されている2Rコードをઐ用アプリで読み取る
    　　ˠアプリが有効化される
    ̔　強制ログオフされた後、再度ログイン画面が表示され再ログインを行う
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    ９　再ログインすることで一連の登録作業が完ྃする
    　　ˠ知識要素としてIDとPW、所持要件としてઐ用アプリに表示されて

いるܻ̔の文ྻࣈ（OTP：One Time PassworE）を入力しなければ
NSRxにログインできなくなる

ొ２．Ϩϕϧ２のొ
　　・対面本人確認  司法書士事務所に出向き、対面による本人確認が必要
    ˠ司法書士が長年ഓってきた対面による本人確認を行う
    ˠ加えて基９（司法書士が行うඇ対面本人確認）を行うことで、本人確認

時の利用方法を案内するとともに、その際のビデオチャット記録を基２ɽ
保管事実証明機能付クラウドに保管する。

　　・登録有効期限  ・１年ຖに司法書士事務所で更新処理が必要
    ・更新処理を行わなかった場合はレベル１に自動降格
　　・必要情報   ・レベル１の全て
    ・レベル１が有効化されたアプリ
    ・レベル２登録ਃ書（自筆ॺ名・実ҹԡҹ）
    ・ҹؑ証明書
真付およびICチップ付ެ的身分証明書のࣸしࣸإ・    
　　・登録情報   必要情報として提供を受けた情報はNSRxに҉号化されて格ೲされる
    ˠެ的身分証明書のICチップを読み取ったデータを含む
　　・提供サービス  ・基１（多要素認証アプリ）   ʓ
    ・基２（保管事実証明機能付クラウド）  ʓ
    ・基３（司法書士用クラウド）   ⁇
    ・基４（PDF生成）    ʓ
    ・基５（NSRx認証局）    ʓ
    ・基６（立会型電子ॺ名）   ˚（都度課金すべき）
    ・基７（本人型電子ॺ名）   ˚（都度課金すべき）
    ・基̔（司法書士が関与しないඇ対面本人確認） ˚（都度課金すべき）
    ・基９（司法書士が行うඇ対面本人確認）　 ʓ
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
    ・取１（不動産登記ਃデータ作成）  ʓ
    ・取２（不動産登記ਃデータ送信）  ʓ
    ・取３（登記原因証明情報作成）   ʓ
    ・取４（不動産ධ価ֹ取得）   ʓ
    ・取５（༥資৹査ਃ込情報送信）   ʓ
    ・取６（国外金༥機関からの着金処理）  ʓ
    ・取７（登記事߲シミϡレーション）  ʓ
    ・取̔（法的理解アシスト）   ʓ
    ・取９（司法書士委任）    ʓ
　　・メリット   ・利用者にとってのメリット
    　・レベル１の全て
    　・不動産取引ඪ準基盤内のみで登記完ྃまで完結できる
    　・特に、基̔（司法書士が関与しないඇ対面本人確認）を利用することで、

不動産取引にかかわらず、高ਫ਼度の本人確認を私人間取引においても
行える（私人間取引における相手方のなりすましのリスク回避）

    ・日司連にとってのメリット
    　・レベル１の全て
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    　・司法書士が関与しない不動産取引においても日司連の存在感を示せる
    　・司法書士が関与しない登記事件に関する情報も収ूできる
    　　　ˠ係る不動産の次の取引に司法書士が関与する際の参考情報となる
    　　　ˠ司法書士が関与しない取引数や利用者のڍ動を収ूできる
    　・NSRxの基本機能の利用状況等が次世代業務を設する際の生きた資

料となる（司法書士業界のD9化を実現するために必要となる）
　　・登録の流れ  １　レベル１の登録を完ྃさせる
    ２　司法書士事務所に出向き対面による本人確認を受ける
    　　ˠ司法書士の神ともいえる対面による本人確認を受ける
    　　ˠ登録ਃ書の自ॺをレベル３の筆跡ؑ定資料とする
    ３　司法書士がࣸإ真付およびICチップ付ެ的身分証明書のICチップ内の

データを読み込みNSRx登録情報に追加する（NSRxのิॿ機能）
    ４　司法書士に対面による本人確認を受けている్中であるが、基９（司

法書士が行うඇ対面本人確認）を受ける
    　　ˠඇ対面本人確認中のビデオチャットをもNSRxに保管することで、

将来取引におけるなりすましを防ࢭする
    　　ˠビデオチャットの音声データをந出しレベル３の声ؑ定資料とする
    ５　司法書士が本人であると確信した場合は、NSRxに必要情報を送信す

るࢫのリクエストを要求する（NSRxに送信の要求は行うが、まだ送
信されず、OTPの入力が求められる）

    　　ˠ登録のために提供を受けたҹؑ証明書等は、司法書士が原本から
PDFファイル化しNSRxにアップロードする

    　　ˠ登録のために提供を受けたҹؑ証明書等の原本は、日司連のNSRx
事務局Ѽてに送付し、保管する

    ６　５のリクエストを受けたNSRxが登録ر望者のNSRxアプリに、登録要
求があったࢫを通知する

    ７　登録ر望者のNSRxアプリに、５で司法書士が送信しようとしている
データの内容がプレビϡーされる

    　　ˠプレビϡーで登録情報を確認する（NSRxに登録される自分の個人
情報を自らで確認する）

    ̔　登録ر望者が７のプレビϡーを確認した上で、登録をر望する場合は、
NSRxアプリに表示されているOTPを司法書士にえる

    　　ˠOTPを教えることで登録をر望する意思確認とする
    ９　司法書士が̔で聞いたOTPを５の画面に入力すると、実際に登録情報

が基２ɽ保管事実証明機能付クラウドにアップロードされ、到達と同
時にNSRxが電子ॺ名を付した上で保管が開始される

    10　正常に登録が完ྃすると、NSRxアプリのステータスの表示もレベル
１からレベル２に変わる（一連の登録作業が完ྃする）

ొ３．Ϩϕϧ３のొ
　　・対面本人確認  レベル２と同じ
　　・登録有効期限  レベル２と同じ
　　・必要情報   ・レベル２の必要情報の全て
    ・レベル３登録ਃ書（自筆ॺ名・実ҹԡҹ）
　　・登録情報   ・レベル２と同じ
    ・声データ
    　ˠ定型文を読んでもらいその音声を記録する
    ・筆跡データ
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    　ˠレベル２以上の登録ਃ書に自筆したॺ名画像に加えて、定型文を自
筆した画像も登録する

    ・ଔ業アルバム等の本人でなければ持参し得ない情報（複数点）
    　ˠ通常なりすましをしようとする者が長年にわたりなりすますことはな

いため、なるべく長い期間の情報を提供することが望ましい
　　・提供サービス  レベル２に同じ、ୠし、基̔（司法書士が関与しないඇ対面本人確認）、基

９（司法書士が行うඇ対面本人確認）利用時に、よりਫ਼度を高くするために、
声照会や、筆跡照会を使うことができるようになる

　　・メリット   ・利用者にとってのメリット
    　　・レベル２の全て
    　　・私人間取引における相手方がレベル３であれば、なりすましのリス

クをレベル２以上に回避できる（自己のみがレベル３である場合は、
相手方により本人であることを証明できる）

    ・日司連にとってのメリット
    　　・レベル２の全て
    　　・NSRxの基本機能の利用状況等が次世代業務を設する際の生きた

資料となる（司法書士業界のD9化を実現するために必要となる）
　　・登録の流れ  レベル２の登録情報に、レベル３固有の情報を追加して行うのみで後は同

じ

第̓　/43Yの司法書士ձ業務ࢧԉ機
機ʢϦΞϧλΠϜ༗ޮ性දࣔ機͖ʣߦσδλϧձһূൃ．１ࢧ
　　・所属会と司法書士名に存在する者であることを証明するアプリ
　　・有形物としての現行の会員証を持ち歩く手間から解์してほしい
　　・全ての司法書士会で行っている会員証発行の手間から解์してほしい
　　・スマートフΥン内に生成するデジタル会員証は、所持要素をຬたすことができ、かつ、リアルタイム

に有効性を確認できるようにしてほしい
　　・所持要素があるため、第三者が研修の受付を行うことができなくなる（෭作用）
　　・各司法書士会の開発とඅ用負୲をݮしてほしい

ձ務Ϋϥυ機．２ࢧ
　　・各司法書士会それͧれが一定のඅ用をじてデータのバックアップを行っているが、全司法書士会が

まとまればより安価でかつ安全な保管が行える（ࡂ対応にもなる）
　　・理事会資料を中心に、会務を行う上で情報共有する方法にྀۤしている司法書士会がগなくないため、

日司連が解決してほしい
　　・各司法書士会の開発とඅ用負୲をݮしてほしい

機ߦ৬ҹূ໌書ൃ．３ࢧ
　　・職ҹ証明書の用ࢴ自体は国内で統一されているが、そこに記ࡌされる事߲については、各司法書士会

に委ねられている。一般国民からするとどこの単位会に所属しているかは関係なく、ҹ影に対しての
証明書という効能さえあれば足りる。とするならば、記ࡌ事߲についても統一し、そこに所属会名を
記ࡌすればྑいように思う。

　　・各司法書士会の開発とඅ用負୲をݮしてほしい

ௐࠪ໘༻ϏσΦνϟοτ機ొ．４ࢧ
　　・司法書士業界に属する者が業務として行うビデオチャットをNSRxに統一する
　　・面接୲当理事が事務所等から登録面接を行う際に、戸੶をはじめとした個人情報を安全に扱うために
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も提供してほしい（ඃ調査者の個人情報を任意の方法でやりとりしているのが現状）

૯ձのΦϯϥΠϯ৴機．̑ࢧ
　　・このご時世、司法書士会が಄を抱える課題の一つなので解決してほしい
　　・現在各司法書士会は信したいとは思っているが、総会内容の情報を࿙Ӯさせないこと、オンライン

Ӿཡしている会員の議決権処理に対してまで৻重に検討しているところは多くないように思う
　　・会の最高議決機関である総会のӡӦを日司連がきちんと支援してほしい

ථ機ࢠ૯ձのΦϯϥΠϯి．̒ࢧ
　　・性善આに立たなければ成立しないۤのࡦしかない
　　　　・ิॿ者等が議決権を行使していないか
　　　　・二重ථは完全にഉ除できているのか
　　・支１ɽデジタル会員証を使った、電子ථを行えるようにしてほしい
　　・総会に限らず理事会等、活用の場面は広いはずである
　　・業界全体が一ؙとなってデジタル社会の潮流を乗り越えるのであれば、こういう事߲についても目を

向けてほしい

૯ձのҕ状ཧ機．̓ࢧ
　　・現在議決権を他の会員に委任するためには委任状を༣送やFA9で送らなければならないという不ศ

から解์してほしい
　　・業界全体が一ؙとなってデジタル社会の潮流を乗り越えるのであれば、こういう事߲についても目を

向けてほしい

書ശ機ࢲࢠ務ॴిࣄ司法書士．̔ࢧ
　　・NSRxのクラウドに全ての司法書士に個別ྖҬを設置してほしい
　　・司法書士会が各会員に事務連བྷする方法として、係るྖҬに資料をアップロードするだけで完結でき

るようにしてほしい
　　・日司連が司法書士会をܦ由して全司法書士に周知すべき事務連བྷは、日司連が接全司法書士に

することができるようにしてほしい
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